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シンガポール競争委員会の決定についてのお知らせ 

 

 本年12月11日、当社およびシンガポールにおける当社現地法人Yusen Logistics (Singapore) Pte. Ltd.（以

下、「当社グループ」という）は、シンガポール競争委員会（以下、「CCS」という）より、課徴金納付命令を受け

ましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１. 本件の経緯 

 当社グループは、日本発国際航空貨物輸送に関わる燃油サーチャージ等の取引に対し、2009年3月、当社が公

正取引委員会より排除処置命令及び課徴金納付命令を受けた事案について、シンガポール競争法に抵触する疑い

があるとして、2011年12月よりCCSの調査を受けておりました。 

 

２．納付命令の概要 

 今般CCSより下された決定は、上記事案がシンガポール競争法において違反行為にあたると判断され、課徴金

額は2,035,995シンガポールドル（約185百万円）です。 

 

３．今後の対応 

 当社グループは、今般CCSの決定を厳粛に受け止め、今後の対応について慎重に検討を致します。また、現在

取り組んでおります、独占禁止法違反再発防止活動の徹底を図り、当社グループ全体の法令順守・コンプライア

ンス体制の強化に努めて参ります。 

 

    以 上 


